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山形県告示第568号

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項の規定により、形質変更時要届出区域を次のとおり指定す

る。

　　令和６年７月30日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　指定する区域

寒河江市の行政区域のうち、次の図に示す区域（次の図は省略し、その図書を環境エネルギー部水大気環境課

及び村山総合支庁保健福祉環境部環境課において縦覧に供する。）

２　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号）第31条第１項に規定する基準に適合していない特定有害

物質の種類

水銀及びその化合物並びに鉛及びその化合物

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第569号

　農産物検査法（昭和26年法律第144号）第17条第７項の規定により、地域登録検査機関から次のとおり変更した

旨の届出があった。

　　令和６年７月30日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

県 章
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１　届出をした地域登録検査機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

　　鶴岡市農業協同組合

　　代表理事組合長　保科　亙

　　鶴岡市日吉町３番１号

２　届出の内容

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第570号

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、山形県知事から次の

とおり公共測量を終了した旨の通知があった。

　　令和６年７月30日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　公共測量を実施した地域

　　最上郡大蔵村大字清水地内

２　公共測量を実施した期間

　　令和５年10月５日から令和６年３月27日まで

３　作業の種類

　　公共測量（基準点測量）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第571号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、最上総合支庁建設部建設総務課において令和６年７月30日から同年８月13日まで縦覧に供す

る。

　　令和６年７月30日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　道路の種類　　一般国道

２　路　線　名　　458号

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第572号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、最上総合支庁建設部建設総務課において令和６年７月30日から同年８月13日まで縦覧に供す

る。

　　令和６年７月30日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　道路の種類　　一般国道

２　路　線　名　　458号

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

登録検査機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
変更年月日

変　更　前 変　更　後

鶴岡市農業協同組合

代表理事組合長　佐藤　茂一

鶴岡市日吉町３番１号

鶴岡市農業協同組合

代表理事組合長　保科　亙

鶴岡市日吉町３番１号

令和６年６月21日

区　　　　　　　　　　　　　　　　間 旧新の別 敷地の幅員 延　　長

最上郡鮭川村大字川口字泉川前山401番２から

同　　　　　　　　　　八幡下2756番104まで
旧

39.5

　 　  ～

36.5

メートル

44
メートル

同　　　　　　　　　　　　　　　　上 新
39.5

　 　  ～

36.5

メートル

同　上
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山形県告示第573号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、一般国道の供用を次のとおり開始する。

　なお、関係図面は、最上総合支庁建設部建設総務課において令和６年７月30日から同年８月13日まで縦覧に供す

る。

　　令和６年７月30日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　路　　線　　名　　458号

２　供用開始の区間　　最上郡鮭川村大字川口字泉川前山401番２から

　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　　八幡下2756番104まで

３　供用開始の期日　　令和６年７月30日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第574号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、一般国道の供用を次のとおり開始する。

　なお、関係図面は、最上総合支庁建設部建設総務課において令和６年７月30日から同年８月13日まで縦覧に供す

る。

　　令和６年７月30日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　路　　線　　名　　458号

２　供用開始の区間　　最上郡大蔵村大字合海字明土535番２から

　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　　　　539番４まで

３　供用開始の期日　　令和６年８月４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第575号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、一般国道の供用を次のとおり開始する。

　なお、関係図面は、最上総合支庁建設部建設総務課において令和６年７月30日から同年８月13日まで縦覧に供す

る。

　　令和６年７月30日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　路　　線　　名　　458号

２　供用開始の区間　　最上郡大蔵村大字清水字平ノ下1327番１から

　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　　上竹野179番７まで

３　供用開始の期日　　令和６年８月４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第576号

　測量法（昭和24年法律第188号）第14条第２項の規定により、国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量

を終了した旨の通知があった。

　　令和６年７月30日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　基本測量を実施した地域

　　最上郡最上町

２　基本測量を実施した期間

　　令和５年４月21日から令和６年３月31日まで

区　　　　　　　　　　　　　　　　間 旧新の別 敷地の幅員 延　　長

最上郡大蔵村大字合海字明土535番２から

同　　　　　　　　　　　　539番４まで
旧

25.4

　 　  ～

12.8

メートル

150
メートル

同　　　　　　　　　　　　　　　　上 新
28.6

　 　  ～

23.7

メートル

149
メートル
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３　作業の種類

　　基本測量（空中写真撮影）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第577号

　測量法（昭和24年法律第188号）第14条第２項の規定により、国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量

を終了した旨の通知があった。

　　令和６年７月30日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　基本測量を実施した地域

　　酒田市、東田川郡三川町、同郡庄内町、飽海郡遊佐町

２　基本測量を実施した期間

　　令和５年５月19日から令和６年３月31日まで

３　作業の種類

　　基本測量（空中写真撮影）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第578号

　測量法（昭和24年法律第188号）第14条第２項の規定により、国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量

を終了した旨の通知があった。

　　令和６年７月30日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　基本測量を実施した地域

　　山形県全域

２　基本測量を実施した期間

　　令和５年４月１日から令和６年３月31日まで

３　作業の種類

　　基本測量（電子国土基本図（地図情報）修正）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第579号

　測量法（昭和24年法律第188号）第14条第２項の規定により、国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量

を終了した旨の通知があった。

　　令和６年７月30日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　基本測量を実施した地域

　　山形県全域

２　基本測量を実施した期間

　　令和５年４月１日から令和６年３月31日まで

３　作業の種類

　　基本測量（国土広域情報修正）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第580号

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、国土交通省東北地方

整備局新庄河川事務所長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があった｡

　　令和６年７月30日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　公共測量を実施する地域

　　山形市、上山市の一部

２　公共測量を実施する期間

　　令和６年７月22日から令和７年３月10日まで

３　作業の種類

　　数値撮影（デジタル）



令和６年７月30日（火曜日） 第524号山　　形　　県　　公　　報

833

 　　　　　　　　　　　　

公　　　　　告
 　　　　　　　　　　　　

　特定調達契約に係る落札者を次のとおり決定した。

　なお、この落札に係る調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政

令第372号）第１条に規定する協定その他の国際約束の適用を受ける。

　　令和６年７月30日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　落札に係る物品等の名称及び数量　

(1) ロータリ除雪車2.2メートル級　１台

(2) 除雪ドーザ14トン級　２台

(3) 凍結防止剤散布車　１台

２　特定調達契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地

　　山形県会計局会計課調達担当　山形市松波二丁目８番１号　電話番号023(630)2721

３　落札者を決定した日　令和６年６月19日

４　落札者の名称及び所在地

　　１の(1)から(3)までのそれぞれについて次のとおり。

(1) 寒河江重車輛株式会社　寒河江市大字西根字中川原110番地１

(2) コマツ山形株式会社　山形市蔵王成沢字町浦192番地

(3) いこい重車輌株式会社　山形市青田南23番25号

５　落札金額

　　１の(1)から(3)までそれぞれについて次のとおり。

(1) 54,450,000円

(2) 50,600,000円

(3) 22,880,000円

６　特定調達契約の相手方を決定した手続　一般競争入札

７　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項の規定による公告を行った日　

　　令和６年６月４日

 　　　　　　　　　　　　

そ　　の　　他
 　　　　　　　　　　　　

　山形県市町村職員共済組合定款第５条の規定に基づき、令和５年度決算の要旨を公告する。

　　令和６年７月30日

山形県市町村職員共済組合　　　　　　　　

理 事 長　　佐　　　藤　　　孝　　　弘

１　組合に属する地方公共団体等について

市 町 村
一　　　部

事務組合等
合　　　計

13 19 ３ 22 57
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２　組合員数及び標準報酬月額について

３　組合職員の数について （単位：人）

組合員の種別 一般
短期

組合員

市町

村長

特定

消防

長期

組合員

後期高齢者等

短期組合員

市町村長

長期組合員

船員

一般

船員短期

組合員

任意

継続

組合員数（人） 14,542 6,767 30 1,460 2 24 5 8 2 219 

標準報酬

月　　額
（千円）

長期 5,622,756 19,050 549,830 1,030 3,040 2,710 

短期 5,939,976 1,140,784 23,910 549,930 1,130 4,092 3,960 2,710 580 63,940 

１人当たり

標 準 報 酬（円）

月　　　額

長期 386,656 635,000 376,595 515,000 608,000 338,750 

短期 408,470 168,580 797,000 376,664 565,000 170,500 792,000 338,750 290,000 291,963 

経 理 単 位 業　　務 保　　健 宿　　泊 貯　　金 貸　　付 物　　資 合　　計

人 員 21 ４ ８ ３ １ １ 38



令和６年７月30日（火曜日） 第524号山　　形　　県　　公　　報

835

区
　
　
　
　
　
　
分

短
 
 
期

厚
生
年
金

保
　
　
険

退
職
等
年
金

経
過
的
長
期

退
職
等
年
金

預
託
金
管
理

経
過
的
長
期

預
託
金
管
理

業
 
 
務

保
 
 
健

宿
 
 
泊

貯
 
 
金

貸
 
 
付

物
 
 
資

（
収
　
　
入
）

負
担

金
6,

24
8,

36
4

13
,1

28
,5

54
72

1,
94

4
94

,3
25

18
3,

07
9

39
8,

23
6

掛
金

・
保

険
料

6,
32

0,
73

3
8,

78
6,

92
7

72
1,

93
6

21
6,

57
7

施
設

収
入

・
商

品
売

上
27

8,
40

2

連
合

会
交

付
金

59
3,

89
9

79
,0

43
99

利
息

及
び

配
当

金
等

39
6,

10
8

83
9

6
12

6
22

7,
20

9
1

1

そ
の

他
収

入
7,

10
9

65
55

5
14

,7
37

35
,6

70

他
経

理
か

ら
の

繰
入

金
34

,6
93

87
,0

00

前
年

度
繰

越
支

払
準

備
金

80
4,

21
6

計
13

,9
74

,3
60

21
,9

15
,4

81
1,

44
3,

88
0

94
,3

25
6,

10
8

83
9

29
6,

88
6

61
4,

82
5

36
5,

96
3

22
7,

20
9

14
,8

37
35

,6
71

（
支
　
　
出
）

給
付

金
6,

81
5,

49
1

役
職

員
給

与
12

9,
51

3
22

,2
81

12
7,

21
7

17
,1

34
7,

13
0

9,
04

9

旅
費

・
事

務
費

15
,5

03
1,

46
5

2,
99

2
1,

40
7

1,
45

0
1,

49
6

商
品
仕
入

･
飲
食
材
料
費
等

79
,9

27

４
　
各
経
理
単
位
の
収
支
状
況
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
単
位
：
千
円
）



令和６年７月30日（火曜日） 第524号山　　形　　県　　公　　報

836

委
託

費
2,

65
1

1,
46

0
6,

21
6

29
7

30
8

3,
16

9

支
払

利
息

6,
10

8
83

9
15

5,
00

0
6,

10
8

1,
40

0

連
合

会
払

込
金

14
9,

34
8

負
担

金
払

込
金

13
,1

28
,5

54
72

1,
94

4
94

,3
25

掛
金

払
込

金
8,

78
6,

92
7

72
1,

93
6

事
務

費
負

担
金

払
込

金
81

,2
17

連
合

会
拠

出
金

66
7,

87
0

老
人

保
健

拠
出

金

退
職

者
給

付
拠

出
金

30

前
期

高
齢

者
納

付
金

1,
41

7,
73

9

後
期

高
齢

者
支

援
金

2,
51

8,
32

7

病
床

転
換

支
援

金
4

介
護

納
付

金
1,

30
0,

30
1

他
経

理
へ

の
繰

入
金

34
,6

93
67

,0
00

20
,0

00

そ
の

他
支

出
8,

99
7

61
,0

01
51

6,
40

8
16

7,
26

8
9,

13
3

7,
08

6
7,

03
3

次
年

度
繰

越
支

払
準

備
金

1,
05

1,
82

8

計
13

,9
64

,6
28

21
,9

15
,4

81
1,

44
3,

88
0

94
,3

25
6,

10
8

83
9

28
9,

88
5

60
8,

61
4

38
3,

62
0

18
2,

97
1

22
,0

82
42

,1
47

当
期

利
益

金
9,

73
2

0
0

0
0

0
7,

00
1

6,
21

1
△

 1
7,

65
7

44
,2

38
△

 7
,2

45
△

 6
,4

76



令和６年７月30日（火曜日） 第524号山　　形　　県　　公　　報

837

区
　
　
　
　
　
　
分

短
 
 
期

厚
生
年
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険

退
職
等
年
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経
過
的
長
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退
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年
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託
金
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経
過
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長
期

預
託
金
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業
 
 
務

保
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宿
 
 
泊

貯
 
 
金

貸
 
 
付

物
 
 
資

（
資
　
　
　
産
）

流
動

資
産

2,
79

0,
77

2
1,

27
5,

86
4

92
,8

28
62

5
35

,5
18

67
,7

97
46

0,
08

5
73

7,
01

6
47

0,
73

5
4,

39
5,

48
8

10
7,

08
1

38
5,

66
8

固
定

資
産

54
6,

00
0

96
9,

27
5

9,
38

0
69

9
84

2,
80

9
25

,0
07

,0
47

1,
11

8,
62

6
28

1

計
2,

79
0,

77
2

1,
27

5,
86

4
92

,8
28

62
5

58
1,

51
8

1,
03
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4
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7
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単
位
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千
円
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